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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面を有し、かつ炭化ケイ素からなる下地基板を準備する工程と、
　前記主面を第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程と、
　前記第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程後に、前記主面を第２のアルカリ性溶
液を用いて洗浄する工程とを備えた炭化ケイ素基板であって、
　前記主面を有し、
　前記主面の残渣は、コロイダルシリカ、酸化クロム、ダイヤモンド、接着剤、およびワ
ックスからなる群より選ばれた少なくとも一種の物質よりなり、かつ０．０１ｎｍ以上１
０μｍ以下の直径を有し、
　前記主面の前記残渣が５０μｍ四方で０．２個以上２００個未満である、炭化ケイ素基
板。
【請求項２】
　前記主面の前記残渣が５０μｍ四方で０．２個以上５０個以下である、請求項１に記載
の炭化ケイ素基板。
【請求項３】
　主面を有し、かつ炭化ケイ素からなる下地基板を準備する工程と、
　前記主面を第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程と、
　前記第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程後に、前記主面を第２のアルカリ性溶
液を用いて洗浄する工程と、
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　前記第２のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程後に、前記主面をエッチングする工程
とを備えた炭化ケイ素基板であって、
　前記主面を有し、
　前記主面の残渣は、コロイダルシリカ、酸化クロム、ダイヤモンド、接着剤、およびワ
ックスからなる群より選ばれた少なくとも一種の物質よりなり、かつ０．０１ｎｍ以上１
０μｍ以下の直径を有し、
　前記主面の前記残渣が５０μｍ四方で０．２個以上５個以下である、炭化ケイ素基板。
【請求項４】
　前記主面の前記残渣が５０μｍ四方で０．２個以上０．４個以下である、請求項３に記
載の炭化ケイ素基板。
【請求項５】
　前記接着剤または前記ワックスは、ホットメルト系、アクリル系、およびエポキシ系か
らなる群より選ばれた少なくとも一種の物質よりなる、請求項１～４のいずれか１項に記
載の炭化ケイ素基板。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の炭化ケイ素基板と、
　前記炭化ケイ素基板の前記主面上に形成されたエピタキシャル層とを備えた、エピタキ
シャルウエハ。
【請求項７】
　主面を有し、かつ炭化ケイ素からなる下地基板を準備する工程と、
　前記主面を第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程と、
　前記第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程後に、前記主面を第２のアルカリ性溶
液を用いて洗浄することにより、コロイダルシリカ、酸化クロム、ダイヤモンド、接着剤
、およびワックスからなる群より選ばれた少なくとも一種の物質よりなり、かつ０．０１
ｎｍ以上１０μｍ以下の直径を有する残渣を前記主面において５０μｍ四方で０．２個以
上２００個未満とする工程とを備えた、炭化ケイ素基板の製造方法。
【請求項８】
　前記第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程に先立って、前記主面を水酸化カリウ
ムを含む第３のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程をさらに備えた、請求項７に記載の
炭化ケイ素基板の製造方法。
【請求項９】
　前記主面を酸性溶液を用いて洗浄する工程をさらに備えた、請求項７または８に記載の
炭化ケイ素基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程後に、前記主面をエッチングする工程
をさらに備えた、請求項７～９のいずれか１項に記載の炭化ケイ素基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記エッチングする工程では、水素ガスおよび塩化水素ガスの少なくとも一方を含むガ
スを用いて行なう、請求項１０に記載の炭化ケイ素基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭化ケイ素基板、エピタキシャルウエハおよび炭化ケイ素基板の製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭化ケイ素（ＳｉＣ）は、バンドギャップが大きく、また最大絶縁破壊電界および熱伝
導率はシリコン（Ｓｉ）と比較して大きい一方、キャリアの移動度はシリコンと同程度に
大きく、電子の飽和ドリフト速度および耐圧も大きい。そのため、高効率化、高耐圧化、
および大容量化を要求される半導体デバイスへの適用が期待される。
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【０００３】
　このようなＳｉＣ半導体デバイスに用いられるＳｉＣ基板には、マイクロパイプなどの
欠陥が多数存在する。このため、ＳｉＣ基板に存在する欠陥をエピタキシャル成長にて消
滅するためのエピタキシャル成長の条件等が研究されている（たとえば特許文献１～３）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２６１９９号公報
【特許文献２】特開２００３－３３２５６２号公報
【特許文献３】特開２００７－２６９６２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的に、ＳｉＣ基板は、ＳｉＣインゴットを形成し、このＳｉＣインゴットからＳｉ
Ｃ基板を切断し、研磨することにより製造される。しかしながら、上記特許文献１～３で
は、ＳｉＣ基板を製造する際に用いる研磨液、研磨する際にＳｉＣ基板を固定するための
固定剤などが残渣として付着している。本発明者は、残渣が付着したＳｉＣ基板上にエピ
タキシャル層を形成すると、この残渣を起点とした欠陥がエピタキシャル層に形成される
ことを見い出した。このような欠陥を含むエピタキシャル層を半導体デバイスに用いると
、半導体デバイスの動作に影響を及ぼしてしまう。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は
、半導体デバイスを作製すると、半導体デバイスの動作への影響を抑制できる、ＳｉＣ基
板、エピタキシャルウエハおよびＳｉＣ基板の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、ＳｉＣインゴットから切り出し、表面を研磨した後のＳｉＣ基板の主面に
付着している残渣と、エピタキシャル層を形成したときに発生する上記残渣による欠陥と
の関係について鋭意研究した。その結果、本発明者は、エピタキシャル層を形成したとき
に発生する上記残渣による欠陥を効果的に低減できる範囲を見い出した。
【０００８】
　すなわち、本発明の一の局面におけるＳｉＣ基板は、主面を有し、かつＳｉＣからなる
下地基板を準備する工程と、主面を第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程と、第１
のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程後に、主面を第２のアルカリ性溶液を用いて洗浄
する工程とを備えたＳｉＣ基板であって、主面を有し、主面の残渣は、コロイダルシリカ
、酸化クロム、ダイヤモンド、接着剤、およびワックスからなる群より選ばれた少なくと
も一種の物質よりなり、かつ０．０１ｎｍ以上１０μｍ以下の直径を有し、主面の残渣が
５０μｍ四方で０．２個以上２００個未満である。
【０００９】
　本発明の他の局面におけるＳｉＣ基板は、主面を有し、かつＳｉＣからなる下地基板を
準備する工程と、主面を第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程と、第１のアルカリ
性溶液を用いて洗浄する工程後に、主面を第２のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程と
、第２のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程後に、主面をエッチングする工程とを備え
たＳｉＣ基板であって、主面を有し、主面の残渣は、コロイダルシリカ、酸化クロム、ダ
イヤモンド、接着剤、およびワックスからなる群より選ばれた少なくとも一種の物質より
なり、かつ０．０１ｎｍ以上１０μｍ以下の直径を有し、主面の残渣が５０μｍ四方で０
．２個以上５個以下である。
【００１０】
　本発明の一の局面におけるＳｉＣ基板によれば、エッチングする工程前の主面の残渣を
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５０μｍ四方で０．２個以上２００個未満にしている。本発明の他の局面におけるＳｉＣ
基板によれば、エッチングする工程後の主面の残渣を５０μｍ四方で０．２個以上５個以
下にしている。これにより、ＳｉＣ基板の主面上にエピタキシャル層を形成すると、残渣
に起因した欠陥がエピタキシャル層に形成されることを抑制できる。したがって、このＳ
ｉＣ基板を用いて作製された半導体デバイスの動作への影響を抑制することができる。
　また残渣は、コロイダルシリカ、酸化クロム、ダイヤモンド、接着剤、およびワックス
からなる群より選ばれた少なくとも一種の物質よりなる。これにより、下地基板を準備す
るための研磨する工程時に、上記材料の研磨剤、固定剤などを用いることができる。
　また残渣は、０．０１ｎｍ以上１０μｍ以下の直径を有する。１０μｍを超える直径の
残渣は洗浄中、自重で落ちやすいため、ＳｉＣ基板の主面に付着しにくい。つまり、１０
μｍ以下の直径の残渣が容易に測定される。一方、０．０１ｎｍ未満の残渣は、欠陥に起
因する残渣となりにくい。つまり、０．０１ｎｍ以上の残渣がそれ自体が起因となる欠陥
をエピタキシャル層に発生する。このため、上記直径の残渣を特定することで、エピタキ
シャル層に発生する欠陥をより抑制することができる。
【００１１】
　ここで、上記「残渣」とは、インゴットからＳｉＣ基板を形成する際に生じたものを意
味する。
【００１２】
　上記一の局面におけるＳｉＣ基板において好ましくは、主面の残渣が５０μｍ四方で０
．２個以上５０個以下である。
【００１３】
　上記他の局面におけるＳｉＣ基板において、主面の残渣が５０μｍ四方で０．２個以上
０．４個以下である。
【００１４】
　このように残渣を低減することによって、残渣に起因した欠陥がエピタキシャル層に形
成されることを効果的に抑制することができる。したがって、ＳｉＣ基板を用いて作製さ
れた半導体デバイスの動作への影響を抑制することができる。
【００１７】
　上記一の局面および他の局面におけるＳｉＣ基板において好ましくは、接着剤またはワ
ックスは、ホットメルト系、アクリル系、およびエポキシ系からなる群より選ばれた少な
くとも一種の物質よりなる。
【００１８】
　これにより、ＳｉＣ基板を製造するために、上記材料の固定剤などを用いることができ
る。
【００２１】
　本発明のエピタキシャルウエハは、上記ＳｉＣ基板と、ＳｉＣ基板の主面上に形成され
たエピタキシャル層とを備えている。
【００２２】
　本発明のエピタキシャルウエハによれば、上記残渣の少ない基板を用いているので、残
渣に起因した欠陥を低減したエピタキシャル層を形成することができる。したがって、こ
のエピタキシャルウエハを用いて半導体デバイスを作製する際に、半導体デバイスの動作
への影響を抑制することができる。
【００２３】
　本発明のＳｉＣ基板の製造方法は、以下の工程を備えている。まず、主面を有し、かつ
ＳｉＣからなる下地基板を準備する。主面を第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する。第
１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程後に、主面を第２のアルカリ性溶液を用いて洗
浄することにより、コロイダルシリカ、酸化クロム、ダイヤモンド、接着剤、およびワッ
クスからなる群より選ばれた少なくとも一種の物質よりなり、かつ０．０１ｎｍ以上１０
μｍ以下の直径を有する残渣を主面において５０μｍ四方で０．２個以上２００個未満と
する。
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【００２４】
　本発明のＳｉＣ基板の製造方法によれば、アルカリ性溶液を用いた洗浄を複数回行なっ
ている。これにより、第１のアルカリ性溶液を用いた洗浄で主面の残渣を除去しているの
で、目立った残渣を除去することができる。この状態で、第２のアルカリ性溶液を用いた
洗浄を行なうので、細かい残渣あるいは強固に付着した残渣を除去できる。このため、上
述したように残渣の数を５０μｍ四方で０．２個以上２００個未満まで低減することがで
きる。
【００２５】
　上記ＳｉＣ基板の製造方法において好ましくは、第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄す
る工程に先立って、主面を水酸化カリウムを含む第３のアルカリ性溶液を用いて洗浄する
工程をさらに備えている。
【００２６】
　水酸化カリウムを含むアルカリ性溶液は、残渣の低減に非常に効果が高いので、残渣を
より効果的に低減することができる。
【００２７】
　上記ＳｉＣ基板の製造方法において好ましくは、主面を酸性溶液を用いて洗浄する工程
をさらに備えている。これにより、主面に付着していた重金属などを低減することができ
る。
【００２８】
　上記ＳｉＣ基板の製造方法において好ましくは、第２のアルカリ性溶液を用いて洗浄す
る工程後に、主面をエッチングする工程をさらに備えている。
【００２９】
　これにより、主面に付着していた残渣の数をたとえば５０μｍ四方で０．２個以上５個
以下まで低減することができる。
【００３０】
　上記ＳｉＣ基板の製造方法において好ましくは、エッチングする工程では、水素ガスお
よび塩化水素ガスの少なくとも一方を含むガスを用いて行なう。これにより、主面に付着
していた残渣の数をより低減することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　以上説明したように、本発明のＳｉＣ基板およびＳｉＣ基板の製造方法によれば、主面
の残渣を５０μｍ四方で０．２個以上２００個未満にすることによって、ＳｉＣ基板を用
いて作製された半導体デバイスの動作への影響を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施の形態１におけるＳｉＣ基板を概略的に示し、（Ａ）は断面図であ
り、（Ｂ）は平面図である。
【図２】本発明の実施の形態１におけるＳｉＣ基板の主面をＡＦＭで観察したときの残渣
を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１におけるＳｉＣ基板の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【図４】本発明の実施の形態２におけるＳｉＣ基板の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【図５】本発明の実施の形態３におけるＳｉＣ基板の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【図６】本発明の実施の形態４におけるエピタキシャルウエハを概略的に示す断面図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態４におけるエピタキシャルウエハの製造方法を示すフローチ
ャートである。
【図８】比較例１におけるＳｉＣ基板の製造方法を示すフローチャートである。
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【図９】比較例１におけるＳｉＣ基板を用いて形成したエピタキシャル層をＡＦＭで観察
したときのエピタキシャル層に生じたシャローピットを示す図である。
【図１０】残渣を有するＳｉＣ基板の主面を模式的に示す断面図である。
【図１１】残渣を有するＳｉＣ基板上にエピタキシャル層を形成する状態を模式的に示す
断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図面において同一
または相当する部分には、同一の参照符号を付し、その説明は繰り返さない。また、本明
細書中においては、集合方位を＜＞、個別面を（）でそれぞれ示している。また、負の指
数については、結晶学上、”－”（バー）を数字の上に付けることになっているが、本明
細書中では、数字の前に負の符号を付けている。
【００３４】
　（実施の形態１）
　図１を参照して、本発明の一実施の形態のＳｉＣ基板１０を説明する。ＳｉＣ基板１０
は、主面１１を有している。
【００３５】
　ＳｉＣ基板１０の主面１１上の残渣は、０．２個以上２００個未満であり、０．２個以
上５０個以下であることが好ましく、０．２個以上５個以下であることがより好ましく、
０．２個以上０．４個以下であることがより一層好ましい。
【００３６】
　残渣が２００個未満の場合には、主面１１上にエピタキシャル層を形成すると、残渣に
起因した欠陥がエピタキシャル層に形成されることを抑制できる。したがって、このＳｉ
Ｃ基板を用いて作製された半導体デバイスの動作への影響を抑制することができる。５０
個以下の場合、残渣に起因した欠陥がエピタキシャル層に形成されることをより抑制でき
る。５個以下の場合、残渣に起因した欠陥がエピタキシャル層に形成されることをより一
層抑制できる。０．４個の場合、残渣に起因した欠陥がエピタキシャル層に形成されるこ
とを最も効果的に抑制することができる。
【００３７】
　ここで、上記「残渣」について説明する。残渣とは、ＳｉＣインゴットからＳｉＣ基板
１０を形成する際に生じたものを意味する。このような残渣は、図２に示すように、原子
間力顕微鏡（ＡＦＭ：Atomic Force Microscope）で測定したときに、白色または黄色の
点として観察される。なお、小さい残渣は黄色の点として、大きい残渣は白色の点として
観察される。
【００３８】
　残渣の測定方法は、５０μｍ四方の視野で、ＡＦＭを用いて５点測定したときの平均値
である。視野が５０μｍ四方と異なる場合には、５０μｍ四方に換算したときの値である
。たとえば５０μｍ四方の視野で、４点の残渣の数が０個で、１点の残渣の数が１個の場
合、平均値は０．２個となる。残渣の数は少ない程好ましいが、主面１１のどこかには残
渣が存在している可能性があるので、残渣の下限値は０．２個である。
【００３９】
　測定する５点は、任意の５点であるが、たとえば図１（Ｂ）に示す５点のドットのよう
に、主面１１において、任意の直径Ｒ１、Ｒ２における中央近傍の１点と、中央を挟んだ
２点と、直径Ｒ１に直交する直径Ｒ２において中央を挟んだ２点との合計５点を測定する
ことが好ましい。
【００４０】
　残渣は、コロイダルシリカ、酸化クロム、ダイヤモンド、接着剤、およびワックスから
なる群より選ばれた少なくとも一種の物質よりなることが好ましい。接着剤またはワック
スは、たとえばホットメルト系、アクリル系、およびエポキシ系からなる群より選ばれた
少なくとも一種の物質よりなる。これにより、ＳｉＣ基板１０を製造するために、上記材
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料の研磨剤、固定剤などを用いることができる。
【００４１】
　残渣は、たとえば０．０１ｎｍ以上１０μｍ以下の直径を有する。１０μｍを超える直
径の残渣は洗浄中、自重で落ちやすいため、ＳｉＣ基板１０の主面１１に付着しにくい。
つまり、１０μｍ以下の直径の残渣は容易に測定される。一方、０．０１ｎｍ未満の残渣
は、欠陥に起因する残渣となりにくい。つまり、０．０１ｎｍ以上の残渣はそれ自体が起
因となる欠陥をエピタキシャル層に発生する。このため、上記直径の残渣を特定すること
で、エピタキシャル層に発生する欠陥をより抑制することができる。
【００４２】
　なお、上記残渣の直径とは、残渣が球形の場合にはその直径であり、球形以外の場合に
は外接球の直径を意味する。
【００４３】
　続いて、図１および図３を参照して、本実施の形態におけるＳｉＣ基板１０の製造方法
について説明する。
【００４４】
　まず、ＳｉＣインゴットを準備する（ステップＳ１：インゴット準備工程）。ＳｉＣイ
ンゴットは、たとえば、ＨＶＰＥ（Hydride Vapor Phase Epitaxy：ハイドライド気相成
長）法、ＭＢＥ（Molecular Beam Epitaxy：分子線エピタキシ）法、ＯＭＶＰＥ（Organo
Metallic Vapor Phase Epitaxy：有機金属気相成長）法、昇華法、ＣＶＤ（Chemical Vap
or Deposition：化学蒸着）法などの気相成長法、フラックス法、高窒素圧溶液法などの
液相成長法などにより成長されたＳｉＣインゴットを準備する。
【００４５】
　次に、ＳｉＣインゴットから主面を有する下地基板としてのＳｉＣ基板を切り出す（ス
テップＳ２：切断工程）。切り出す方法は特に限定されず、ＳｉＣインゴットからスライ
スなどによりＳｉＣ基板を切り出す。
【００４６】
　次に、切り出したＳｉＣ基板の主面を研磨する（ステップＳ３：研磨工程）。研磨する
面は、主面のみでもよく、主面と反対側の裏面をさらに研磨してもよい。
【００４７】
　研磨工程（Ｓ３）では、たとえば、主面を平坦かつ傷などのダメージを低減するために
ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing：化学機械研磨）を行なう。ＣＭＰでは、研磨
剤としてコロイダルシリカ、砥粒としてダイヤモンド、酸化クロム、固定剤として接着剤
、ワックスなどを用いることが好ましい。接着剤またはワックスとしては、ホットメルト
系、アクリル系、およびエポキシ系からなる群より選ばれた少なくとも一種の物質を用い
ることが好ましい。
【００４８】
　なお、研磨工程（Ｓ３）では、ＣＭＰと併せて、あるいは代わりに電界研磨法、化学研
磨法、機械研磨法などの他の研磨をさらに行なってもよい。
【００４９】
　以上のステップＳ１～Ｓ３により、主面を有し、かつＳｉＣからなる下地基板を準備す
ることができる。
【００５０】
　次に、下地基板の主面を第１の酸性溶液を用いて洗浄する（ステップＳ１１：第１酸洗
浄工程）。これにより、主面に付着していた重金属などの不純物を除去することができる
。
【００５１】
　第１の酸性溶液としては、たとえば硫酸と過酸化水素水とを混合した溶液を用いること
ができる。混合比率は特に限定されないが、たとえば硫酸：過酸化水素＝５：１である。
第１の酸性溶液の温度は特に限定されないが、たとえば８０℃である。なお、第１酸洗浄
工程（Ｓ１１）は省略されてもよい。
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【００５２】
　次に、下地基板の主面を純水で洗浄する。これにより、第１の酸性溶液の付着を低減で
きる。なお、この工程は省略されてもよい。
【００５３】
　次に、下地基板の主面を第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する（ステップＳ１２：第
１アルカリ洗浄工程）。これにより、目立った残渣を除去することができる。
【００５４】
　第１のアルカリ性溶液としては、アンモニア水と過酸化水素水とを混合した溶液を用い
ることができる。混合比率は特に限定されないが、たとえば水：アンモニア：過酸化水素
水＝５：１：５である。第１のアルカリ性溶液の温度は特に限定されないが、たとえば８
０℃である。また、洗浄時間は、たとえば１分以上２時間以下である。第１アルカリ洗浄
工程（Ｓ１２）では、たとえば第１のアルカリ性溶液に下地基板を浸漬する。
【００５５】
　次に、下地基板の主面を純水で洗浄する。これにより、第１のアルカリ性溶液の付着を
低減できる。なお、この工程は省略されてもよい。
【００５６】
　次に、第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程（第１アルカリ洗浄工程（Ｓ１２）
）後に、主面を第２のアルカリ性溶液を用いて洗浄する（ステップＳ１３：第２アルカリ
洗浄工程）。これにより、細かい残渣あるいは強固に付着した残渣を除去できる。
【００５７】
　第２のアルカリ性溶液としては、第１のアルカリ性溶液と同様の溶液を用いる。なお、
第２のアルカリ性溶液と第１のアルカリ性溶液とは異なっていてもよい。また、洗浄時間
は、たとえば１分以上２時間以下である。第２アルカリ洗浄工程（Ｓ１３）では、たとえ
ば第２のアルカリ性溶液に下地基板を浸漬する。
【００５８】
　第２のアルカリ性溶液は水酸化カリウムを含む溶液でないことが好ましい。この場合、
水酸化カリウム中のカリウムイオンが洗浄後のＳｉＣ基板１０に残存することを抑制でき
る。このため、ＳｉＣ基板１０を用いて半導体デバイスを作製すると、半導体デバイスの
動作への影響を低減できる。
【００５９】
　次に、下地基板の主面を純水で洗浄する。これにより、第２のアルカリ性溶液の付着を
低減できる。なお、この工程は省略されてもよい。
【００６０】
　次に、主面を第２の酸性溶液を用いて洗浄する（ステップＳ１４：第２酸洗浄工程）。
これにより、重金属などの不純物をさらに除去することができる。
【００６１】
　第２の酸性溶液としては、たとえば水と塩酸と過酸化水素水との混合溶液を用いること
ができる。混合比率は特に限定されないが、たとえば水：塩酸：過酸化水素水＝６：１：
１である。第２の酸性溶液の温度は特に限定されないが、たとえば８０℃である。なお、
第２の酸性溶液は、第１の酸性溶液と同じであってもよく、異なっていてもよい。また、
この第２酸洗浄工程（Ｓ１４）は省略されてもよい。
【００６２】
　次に、下地基板の主面を純水で洗浄する。これにより、第２の酸性溶液の付着を低減で
きる。なお、この工程は省略されてもよい。
【００６３】
　次に、主面を第３の酸性溶液を用いて洗浄する（ステップＳ１５：第３酸洗浄工程）。
第３の酸性溶液としては、たとえば硝酸と塩酸とを混合した王水を用いることができる。
混合比率は特に限定されないが、たとえば硝酸：塩酸＝３：１である。これにより、主面
をエッチングすることができるので、不純物をさらに低減することができる。なお、この
第３酸洗浄工程（Ｓ１５）は省略されてもよい。
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【００６４】
　次に、下地基板の主面を純水で洗浄する。これにより、第３の酸性溶液の付着を低減で
きる。なお、この工程は省略されてもよい。
【００６５】
　次に、主面を第４の酸性溶液を用いて洗浄する（ステップＳ１６：第４酸洗浄工程）。
第４の酸性溶液としては、たとえばフッ酸系を用いることができる。これにより、不純物
をさらに低減することができる。なお、この第４酸洗浄工程（Ｓ１６）は省略されてもよ
い。
【００６６】
　次に、主面を有機溶剤を用いて洗浄する（ステップＳ１７：有機洗浄工程）。有機溶剤
としては、たとえばイソプロピルアルコールを用いることができる。これにより、親油性
の不純物を低減することができる。なお、この有機洗浄工程（Ｓ１７）は省略されてもよ
い。
【００６７】
　次に、下地基板の主面を純水で洗浄する。これにより、有機溶剤の付着を低減できる。
なお、この工程は省略されてもよい。
【００６８】
　以上の工程（Ｓ１１～Ｓ１７）を実施することにより、図１に示すＳｉＣ基板１０を製
造することができる。このＳｉＣ基板１０の主面１１上の残渣は、たとえば０．２個以上
２００個未満であり、０．２個以上５０個以下であることが好ましい。主面１１の残渣を
より低減する場合には、さらに以下の工程を実施する。
【００６９】
　次に、第２のアルカリ性溶液を用いて洗浄する工程（Ｓ１３）後に、主面１１をエッチ
ングする（ステップＳ１８：エッチング工程）。このエッチング工程（Ｓ１８）では、水
素ガスおよび塩化水素ガスの少なくとも一方を含むガスを用いて行なうことが好ましく、
両方を含むガスを用いて行なうことがより好ましい。このエッチング工程（Ｓ１８）は、
たとえばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition：化学蒸着）装置内で行なうことができる
。これにより、ＳｉＣ基板１０の主面１１上の残渣は、たとえば、０．２個以上５個以下
まで低減でき、好ましくは０．２個以上０．４個以下まで低減することができる。
【００７０】
　したがって、本実施の形態におけるＳｉＣ基板１０は、たとえばトンネル磁気抵抗素子
、巨大磁気抵抗素子などの種々の磁気抵抗効果を利用した機能デバイス、発光ダイオード
、レーザダイオードなどの発光素子、整流器、バイポーラトランジスタ、電界効果トラン
ジスタ（ＦＥＴ）、スピンＦＥＴ、ＨＥＭＴ（High Electron Mobility Transistor：高
電子移動度トランジスタ）などの電子素子、温度センサ、圧力センサ、放射線センサ、可
視－紫外光検出器などの半導体センサ、ＳＡＷデバイスなどに好適に用いることができる
。
【００７１】
　（実施の形態２）
　本実施の形態におけるＳｉＣ基板は、図１に示す実施の形態１のＳｉＣ基板１０と同様
である。
【００７２】
　本実施の形態におけるＳｉＣ基板の製造方法は、基本的には実施の形態１におけるＳｉ
Ｃ基板１０の製造方法と同様の工程を備えているが、図４に示すように、第１アルカリ洗
浄工程（Ｓ１２）と第２アルカリ洗浄工程（Ｓ１３）との間に第５酸洗浄工程（Ｓ１９）
をさらに備えている点において異なっている。
【００７３】
　第５酸洗浄工程（Ｓ１９）は、下地基板の主面を第５の酸性溶液を用いて洗浄する。第
５の酸性溶液は、第２酸洗浄工程（Ｓ１３）で用いる第２の酸性溶液と同様の溶液を用い
る。なお、第５の酸性溶液と第２の酸性溶液とは異なっていてもよい。
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【００７４】
　（実施の形態３）
　本実施の形態におけるＳｉＣ基板は、図１に示す実施の形態１のＳｉＣ基板１０と同様
である。
【００７５】
　本実施の形態におけるＳｉＣ基板の製造方法は、基本的には実施の形態１におけるＳｉ
Ｃ基板１０の製造方法と同様の工程を備えているが、図５に示すように、第３アルカリ洗
浄工程（Ｓ２１）および有機洗浄工程（Ｓ２２）をさらに備えている点において異なって
いる。
【００７６】
　第３アルカリ洗浄工程（Ｓ２１）は、第１のアルカリ性溶液を用いて洗浄する第１アル
カリ洗浄工程（Ｓ１２）に先立って、たとえば、水酸化カリウムを含むの第３のアルカリ
性溶液を用いて洗浄する。第３のアルカリ性溶液のｐＨは１０を超えていることが好まし
く、１３を超えていることがより好ましい。
【００７７】
　第３アルカリ洗浄工程（Ｓ２１）では、たとえば第３のアルカリ性溶液に下地基板を浸
漬する。また、洗浄時間は、たとえば１分以上２時間以下である。
【００７８】
　有機洗浄工程（Ｓ２２）は、第３アルカリ洗浄工程（Ｓ２１）後に、主面を有機溶剤を
用いて洗浄する。これにより、水酸化カリウムを含む第３のアルカリ性溶液を低減するこ
とができる。
【００７９】
　有機洗浄工程（Ｓ２２）後に、純水で洗浄する工程をさらに備えていることが好ましい
。
【００８０】
　（実施の形態４）
　図６を参照して、本実施の形態におけるエピタキシャルウエハ２０を説明する。本実施
の形態におけるエピタキシャルウエハ２０は、実施の形態１～３のＳｉＣ基板１０と、Ｓ
ｉＣ基板１０の主面１１上に形成されたエピタキシャル層２１とを備えている。
【００８１】
　エピタキシャル層２１は、たとえばＳｉＣ層である。エピタキシャル層２１は。１層で
あってもよく、複数層であってもよい。
【００８２】
　続いて、図６および図７を参照して、本実施の形態におけるエピタキシャルウエハ２０
の製造方法について説明する。
【００８３】
　まず、図７に示すように、実施の形態３のＳｉＣ基板の製造方法にしたがって、ＳｉＣ
基板を製造する。なお、ＳｉＣ基板は、アルカリ性溶液で洗浄する工程を２回以上実施す
れば特に限定されず、図３に示す実施の形態１、または図４に示す実施の形態２のＳｉＣ
基板の製造方法により製造されてもよい。
【００８４】
　次に、図６および図７に示すように、ＳｉＣ基板１０の主面１１上にエピタキシャル層
２１を形成する（ステップＳ３１：エピタキシャル層形成工程）。エピタキシャル層２１
の形成方法は、特に限定されず、たとえばＨＶＰＥ法、ＭＢＥ法、ＯＭＶＰＥ法、昇華法
、ＣＶＤ法などの気相成長法、フラックス法、高窒素圧溶液法などの液相成長法などによ
り形成することができる。
【００８５】
　以上のステップＳ１～Ｓ３、Ｓ１１～Ｓ２２、Ｓ３１を実施することにより、図６に示
すエピタキシャルウエハ２０を製造することができる。このエピタキシャルウエハ２０は
、主面１１上の残渣が０．２個以上２００個未満であるＳｉＣ基板１０を用いている。エ
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ピタキシャル層２１を気相成長法および液相成長法により形成する場合には、この残渣が
異常成長の核となることを抑制できるので、欠陥が生じることを抑制できる。また気相成
長法の場合には、原料ガスおよびキャリアガスの流れが残渣により阻害されることを抑制
できる。このため、原料ガスおよびキャリアガスの流れと反対側の位置でのエピタキシャ
ル層２１の成長が促進される。これにより、残渣を起因としたシャローピットなどの欠陥
が発生することを抑制することができる。
【実施例】
【００８６】
　本実施例では、ＳｉＣ基板の主面上の残渣が０．２個以上２００個未満であることの効
果について調べた。
【００８７】
　（本発明例１）
　本発明例１のＳｉＣ基板の製造方法は、基本的には実施の形態１のＳｉＣ基板の製造方
法にしたがった。
【００８８】
　具体的には、まず、主面を有し、かつＳｉＣからなる下地基板を準備した（Ｓ１～Ｓ３
）。下地基板は２インチの大きさを有していた。また、下地基板の主面は（０００１）面
であった。
【００８９】
　次に、第１酸洗浄工程（Ｓ１１）として、硫酸：過酸化水素水＝５：１の混合比率で混
合された８０℃の第１の酸性溶液を用いて、下地基板の主面を洗浄した。次に、下地基板
の主面を純水で洗浄した。
【００９０】
　次に、第１アルカリ洗浄工程（Ｓ１２）として、水：アンモニア：過酸化水素水＝５：
１：１の比率で混合された８０℃の第１のアルカリ性溶液を用いて、下地基板の主面を洗
浄した。次に、下地基板の主面を純水で洗浄した。
【００９１】
　次に、第２アルカリ洗浄工程（Ｓ１３）として、第１のアルカリ性溶液と同じ溶液を第
２のアルカリ性溶液として用いて、下地基板の主面を洗浄した。次に、下地基板の主面を
純水で洗浄した。
【００９２】
　次に、第２酸洗浄工程（Ｓ１４）として、水：塩酸：過酸化水素水＝６：１：１の混合
比率で混合された８０℃の第２の酸性溶液を用いて、下地基板の主面を洗浄した。次に、
下地基板の主面を純水で洗浄した。
【００９３】
　次に、第３酸洗浄工程（Ｓ１５）として、硝酸：塩酸＝３：１の混合比率で混合された
王水を用いて、下地基板の主面を洗浄した。次に、下地基板の主面を純水で洗浄した。
【００９４】
　次に、第４酸洗浄工程（Ｓ１６）として、フッ酸、またはフッ硝酸を用いて、下地基板
の主面を洗浄した。次に、下地基板の主面を純水で洗浄した。
【００９５】
　次に、有機洗浄工程（Ｓ１７）として、イソプロピルアルコールを用いて、下地基板の
主面を洗浄した。次に、下地基板の主面を純水で洗浄した。
【００９６】
　次に、エッチング工程（Ｓ１８）として、下地基板の主面を水素ガス中でエッチングし
た。
【００９７】
　以上のステップＳ１～Ｓ３およびＳ１１～Ｓ１８を実施することによって、本発明例１
のＳｉＣ基板を製造した。なお、本発明例１のＳｉＣ基板として、１０枚製造した。
【００９８】
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　（本発明例２）
　本発明例２のＳｉＣ基板の製造方法は、基本的には実施の形態３のＳｉＣ基板の製造方
法にしたがった。つまり、本発明例２のＳｉＣ基板の製造方法では、アルカリ性溶液を用
いて下地基板を洗浄する工程は３回であった。
【００９９】
　具体的には、まず、第３アルカリ洗浄工程（Ｓ２１）として、ｐＨが１３を超える水酸
化カリウム溶液を用いて、下地基板の主面を洗浄した。
【０１００】
　次に、有機洗浄工程（Ｓ２２）として、イソプロピルアルコールを用いて、下地基板の
主面を洗浄した。次に、下地基板の主面を純水で洗浄した。
【０１０１】
　次に、本発明例１と同様に、Ｓ１１～Ｓ１８を実施した。以上のステップＳ１～Ｓ３、
Ｓ１１～Ｓ１８、Ｓ２１、Ｓ２２を実施することによって、本発明例２のＳｉＣ基板を製
造した。なお、本発明例２のＳｉＣ基板として、１０枚製造した。
【０１０２】
　（本発明例３）
　本発明例３のＳｉＣ基板の製造方法は、基本的には本発明例２のＳｉＣ基板の製造方法
と同様の工程を備えていたが、第２アルカリ洗浄工程（Ｓ１３）を備えていない点におい
て異なっていた。つまり、本発明例３のＳｉＣ基板の製造方法では、アルカリ性溶液を用
いて下地基板を洗浄する工程は２回であった。なお、本発明例３のＳｉＣ基板として、１
０枚製造した。
【０１０３】
　（比較例１）
　比較例１のＳｉＣ基板の製造方法は、基本的には本発明例１のＳｉＣ基板の製造方法と
同様の工程を備えていたが、第２アルカリ洗浄工程（Ｓ１３）を備えていない点において
異なっていた。つまり、比較例１のＳｉＣ基板の製造方法では、アルカリ性溶液を用いて
下地基板を洗浄する工程は１回であった。なお、比較例１のＳｉＣ基板として、１０枚製
造した。
【０１０４】
　（測定方法）
　本発明例１～３および比較例１について、アルカリ性の溶液を用いて洗浄した後に、主
面の残渣を測定した。その結果を下記の表１に記載する。残渣の測定は、ＳｉＣ基板の主
面について、５０μｍ四方の視野で、ＡＦＭを用いて５点測定したときの平均値とした。
５点は、図１（Ｂ）に示すような以下の領域とした。まず、主面の中心から１ｃｍ四方の
範囲内の１点とした。また、＜１１－２０＞方向へ中心を挟んで中心から半径の７０％の
長さまで離れたそれぞれ位置を中心とした直径の１／２ｃｍ四方の範囲の２点とした。ま
た、＜１－１００＞方向へ中心を挟んで中心から半径の７０％の長さまで離れたそれぞれ
位置を中心とした直径の１／２ｃｍ四方の範囲の２点とした。測定した残渣は、０．０１
ｎｍ以上１０μｍ以下の直径を有していた。
【０１０５】
　また、エッチング工程（Ｓ１８）後のＳｉＣ基板の主面上に、ＣＶＤ法によりエピタキ
シャル層としてＳｉＣ層を形成した。このエピタキシャル層の主面について、ＡＦＭでシ
ャローピットの数を測定した。シャローピットの測定は、５０μｍ四方の視野で、ＡＦＭ
を用いて５点測定したときの平均値とした。５点の測定点は、残渣のときの測定位置と同
様とした。この場合、たとえば図９に示すように、シャローピットが観察された。シャロ
ーピット数の結果を下記の表１に示す。なお、表１中、０とは、シャローピットが発生し
なかったことを示す。
【０１０６】
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【表１】

【０１０７】
　（測定結果）
　表１に示すように、アルカリ性溶液で２回以上洗浄した本発明例１～３では、エッチン
グ工程（Ｓ１８）前の主面の残渣が５個以上１９９個以下であった。一方、アルカリ性溶
液で１回しか洗浄しなかった比較例１では、エッチング工程（Ｓ１８）前の主面の残渣が
２００～３００個であった。
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【０１０８】
　また、アルカリ性溶液で２回以上洗浄した本発明例１～３では、エッチング工程（Ｓ１
８）後の主面の残渣が０．２個以上５個以下であった。一方、アルカリ性溶液で１回しか
洗浄しなかった比較例１では、エッチング工程（Ｓ１８）後の主面の残渣が５０個であっ
た。
【０１０９】
　このため、本発明例１～３のＳｉＣ基板上に形成したエピタキシャル層には、シャロー
ピットが発生しなかった、または発生しても０．５個以下であった。一方、比較例１のＳ
ｉＣ基板上に形成したエピタキシャル層にはシャローピットが５個発生していた。
【０１１０】
　このことから、アルカリ性溶液で２回以上洗浄することにより、主面の残渣を０．２個
以上２００個未満まで低減でき、さらにエッチングすると０．２個以上５０個以下まで低
減できることがわかった。この範囲の残渣数であれば、この主面上にエピタキシャル層を
形成すると、この残渣に起因した欠陥が形成されることを抑制できることがわかった。こ
の結果は、以下の理由によるものであることを本発明者は見い出した。
【０１１１】
　図１０に示すように、ＳｉＣ基板１０の主面１１に残渣１５が存在していると、図１１
に示すように、気相成長法によりこの主面１１上にエピタキシャル層２１を形成すると、
原料、キャリアガスなどのガスＧの流れが残渣により阻害される。このため、ガスＧの流
れと残渣１５に対して反対側に位置する主面１１上ではエピタキシャル成長が遅れてしま
う。したがって、ＳｉＣ基板１０の主面１１の残渣に起因した欠陥が発生する。
【０１１２】
　以上より、エッチング工程（Ｓ１８）前の主面の残渣を０．２個以上２００個未満にし
、エッチング工程（Ｓ１８）後の主面の残渣を０．２個以上５個以下にすることにより、
ＳｉＣ基板の主面上にエピタキシャル層を形成すると、残渣に起因した欠陥がエピタキシ
ャル層に形成されることを抑制できることがわかった。したがって、このエピタキシャル
層に電極を形成することで作製される半導体デバイスの動作への影響を抑制することがで
きることがわかった。つまり、エピタキシャル層を形成する前のＳｉＣ基板の主面上の残
渣数を上記範囲内におさめることで、安定的にエピタキシャル層内で生じる欠陥を低減で
きることがわかった。
【０１１３】
　特に、第１アルカリ洗浄工程（Ｓ１２）に先立って、水酸化カリウムを含む第３のアル
カリ性溶液を用いて洗浄する第３アルカリ洗浄工程（Ｓ２１）を実施した本発明例２およ
び３では、第２アルカリ洗浄工程（Ｓ１３）後の残渣を低減でき、かつエッチング工程（
Ｓ１８）後の残渣の数を非常に低減できた。このため、ＳｉＣ基板上に形成したエピタキ
シャル層にはシャローピットが発生しなかった。したがって、第３アルカリ洗浄工程（Ｓ
２１）を実施することにより、残渣の数を効果的に低減できることがわかった。
【０１１４】
　以上のように本発明の実施の形態および実施例について説明を行なったが、各実施の形
態および実施例の特徴を適宜組み合わせることも当初から予定している。また、今回開示
された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態ではなくて特許請求の範囲によっ
て示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが
意図される。
【符号の説明】
【０１１５】
　１０　ＳｉＣ基板、１１　主面、１５　残渣、２０　エピタキシャルウエハ、２１　エ
ピタキシャル層、Ｇ　ガス、Ｒ１，Ｒ２　直径。
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